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不確かな税ポジションに関する明細書Cchedule uTPIの導入

永田 守男

はじめに

内向 ntemalReverlue Service,IRSyは 、2010課税年度からの新たに、不確かな税ポ

ジションに関する明細書 (bhedule uttP‐UnceminTax PhitioL tthdule U「Plの導入を

提案した。Mhedule Wlでは、企業は納税申告書において採用 した不確かな税ポジションに

ついて関係する条項や事実関係、さらにポジションを採用する根拠および論点についてIRSに

開示しなければならなしゝ 不確かな税ポジションは、納税申告書の提出時に、その税ポジショ

ンをIRSが最終的に受け入れるカギ勲哺ミズ勁 でヽないものを意味する。このため、多くの場合に

はそれら税ポジションについては税務紛争へと発展する可能性がある。これは、税務紛争にお

ける一方の当事者が、ポジションに関するこ証を反対当事者に開示することになる。このよう

な企業にとつて著しく不利な明細書の鞠 提案されたのであつた。そこで本稿では Mhedule

Wの 公開草案を対象に、同明細書導入の背景とその内容について検討し、同明細書が企業会

計と税務会計の関係を考えるうえでどのような意味を持つのかを考察する。

I.IRSの狙いの背景

IRSが nhedule l田Pを導入する狙いは、税ポジションの採用2時に企業がいかなる判断を

1&抱〕dulelЛPのフォーマットについては、本稿末尾を参照のこと。
2「税ポジションの関詢 とは、法人税申告書を作成するための税務会計上の処理あるいは税務処理をいう。つ

まり収益および費用・損失を税務会計上で益金および損金として認識・測定することを意味している:こ こで税

ポジションは pOsitioDと いう用語が用いられる理由|よ 税務処理鮭Ⅸtutmentyは法人税申告書の作成 0提出

にあたつて採用された会計処理であり、その会計処理を行つた時点では 41RSを当事者とする)取引として確定

していないからである。この取引が確定するのは、IRSが法人税申告書に関する税務調査を終えて、それを受け

入れた時点である。この意味で、法人税申告書の作成・提出は未確定事項であり、すべての税ポジションは不確

かな仙∝肥晰0ものである。しかしながら、個々の税ポジションの中にはルーティンに生じ、画一的な税務会計

上の処理がこれまで行われてきており、税法上の判断の余地がないものがある。これらについては法人税申告書

の作成・提出の時点ですでに確定しているとみなすことができる。これらについては税ポジションと区別して税
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ンたかを把握することにある。企業は課税所得の算定にあたつて法人税法の規定への準拠性に

ついて何らかの判断をおこなつている。法人税法の規定に解釈の余地がなければその文言にし

こがった税ポジションを採用し、ときに自社にとつて好ましい解釈にもとづいて税ポジション

棚 することもありえる。このとき後者については、企業はその税ポジションの採用にあた

つて法人税法への準拠性を判断し、そのポジションが税務調査で問題にされるか否か、問題に

れゝたならば自社の主張が認められる力燿勲、 さらには自社の主張が認められなかった場合に

Lじる追徴税額等の可能隆について検討していると考えられる。それら税ポジションに力功わヽ

5判断がどのような単位であるいは範囲でおこなわれるかはさまざまであるが、その判断の論

轡計 会に検討されているはずである。この検討結果を踏まえて、税務調査等における税ポジ

/ョ ンの維持可育旨性について統一した基準を設け、その情報を開示するように求めたのが

W侶 0蟄%閣12-"励 肋 萄 加 口″これダrar― ヶ ヵ 丘α口θ勤鼎θ で あった。

lW48は個別の税ポジションについて具体的にその維持可能性を明ら力ヽ こすることもとめた

らのではなく、維持可能性に疑間のある税ポジションの総額の期間変動を情報開示するもので

あつた。これに対して RhedulelЛPは個々の税ポジションの維持可能性に関する判断をⅡ毬

こ情報提供するものである。

IRSがこのような具体的な情報を企業に求める背景について把握するために、はじめに課税

鴨 の算定プロセスについて整理してみよう。

D財務データから法人税申告書ヘ

アメリカにおいて企業の課税所得が企業会計から独立して算定されることは広く知られて

,ヽ る。しかしこれは、総益金から損金を控除じ課税所得を求め、さらに法人税額を算定する税

籟 益計算書形式の法人税申告書が採用されており、我が国の別表四でみられるよう皓 播J

轟から課税所得を導出する形式を採用していないからにすぎなし、法人税申告書の作成実務に

ないては、財務データを修正することにより課税所得が算定され、それにもとづき法人税申告

彗が作成される。2004年 12月 31日 以降に始まる課税年度から総資産を1,000万 ルレ以上保

守する法人について作成が義務付けられた法人税申告書明細書 nhedule M‐ 3は、まさに損益

計算書上の収益・費用項目から一時差異および永久差異の額の調整を経て益金・損金項ロヘと

霧処理という場合もある。この場合には、税ポジションとはその税務会計上の処理に税法上の判断の余地があり、

ヨ社の解釈に近い形で確定するものもあれば、逆に課税当局の判断に沿つて確定する場合もある。IN48が対

癸としている「不確かな税ポジション」とは、税法上の判断の余地があるものを対象としている。
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修正するプロセスを一覧表にして示すものであり、法人税申告書の形式とは異なり、実務にお

いては財務データを修正することで課税所得が算定されていることを示している。これは

Schedule M‐3導入が検討されたさしヽこ、明細書の作成に伴うつて企業側への過重な負担が懸

念されたが、「nhedule M‐ 3に記載される情報は他の申告書情報のいたるところに存在してい

る情報から得られる。結果として情報が現存している場所からRhedule M‐ 3に移動させるた

めのプログラミングに相当な負担が力勁 るヽにすぎなし8」 と指摘されたように、それは課税所得

の算定においておこなわれていたことを一覧表にしたにすぎなかつたのである。

企業の期中の事業活動は、会計帳簿に記録される。これらの取引記録の多くについては、企

業会計目的でも税務会計目的でもそれほど差異が生じるものではなし、 このため、内国歳入法

典のS陀 446で規定されるようlび、これら取引について企業会計上の帳簿を維持するために採

用される会計方法は税務会計上のそれと一致する。このため期中において一致しない取引は節

税などを目的とした取引 (法人税法の恩典掛 llHする目的のものを含0に 限られるが、これ

ら取引についても、たんに租税回避を目的とした取引は税務上否認されるため、節税を達成す

るための条件をみたしつつ利潤獲得目的の取引を構成する必要がある。このため、これらの取

引においても企業会計上の処理と税務会言十上の処理はかなりの程度一致することになる。した

がって、企業会計と税務会計に差異を生じさせる要因の多くは、期末の決算処理において生じ

ることになる。そのため、期中においては企業会計目的のデータを維持し、期末においてそれ

らデータをもとに財務諸表の作成に向けられた作業がおこなわれるとともに、それらデータを

税務会計目的に修正し法人税申告書を作成することになる。このプロセスに関して一連の財務

データ修正書類0肛 ReoonciliationWorkp嗣が作成される。この財務データ修正書類を通

じて収益・費用項目が益金・損金項ロヘと修正され、それらをもとに法人税申告書が作成され

る。これらの書類では、企業会計と税務会計で生じる具体的な差異項目について、その修工過

程が明ら力1こされる。前述の助h山島 M‐3は、この修正結果を一覧にしたものと理解するこ

ともできる。

O法人税申告書から監査済財務諸表ヘ

3 Kenne■ A Gtt BurdensMayOutweinludittFor助 詭dde M‐3ご意 、Tax No協Q Vol。 105]m6,
2004,p.635。
4内国歳入法典Sec 446では次のように規定している。
晴暇所得は、納税者が自己の帳簿において規員J的1訴1溢を計算するその会計方法にもとづいて算定されなけれ

ばなられ 儡に4460)」
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財務データの修正にもとづいて法人税申告書が作成されたのち、その法人税申告書の作成に

らたつて採用された税ポジシヨンについて法人税申告書提出後の維持軸 幾 計におい

て検討される。法人税申告書上の益金・損金の認識および測定についてIRSが容認しないので

らればt追徴税額や重加算税等のペナルティや利子が生じる。この可能性について検討され

その発生が起こりそう (m麟費nkelythannotlであるならば、税金負優 撤 reservelbが計上さ

れなければならなしも。益金および損金が維持されるか否か、つまり鵬 が企業の益金・損金

Э計上時期と計上額を認めるか否かについて検討した文書類を税発生高検討書類0は A― al

Vorkpaperspと いう。それら書類においては、個々の税ポジションについて採用根拠あるいは

去への準拠性の検討、さらに企業のその維持可能性と追加の税発生額の検討プロセスが集約さ

れている。たとえ|よ ある特定の費用項目を損金として計上するには、はじめにそれが法人税

去上認められるものである力率勲ψ潮義博れ、次にその認識の時期が適切である力て渤功主検討

され、さらにその金額が適切であるか否力勁ミ検討される。法人税法にこれらの点が明確に、つ

まり解釈の余地なく定められているなら|よ 税ポジシヨンの維持可能性をわざわざ検討する必

要はなしゝ しかしながら法人税法には解釈の余地が残されている。たとえばt研究開発費の税

鋤 であれば、それは法人税法で認められたものであるが、研究開発費の範囲は法人税法上

覇一的に定められているわけではなく、いかなる支出を研究開発費に含めるのか否かで解釈が

分かれることになる。研究開発費の範囲が確定されたとしても、つぎにそれを即時控除できる

つか一定期間に定額で控除できるの力1こついても解釈の余地がある。これらの判断については

簾脱当局と企業の間で異なる場合があい、また企業間でも異なる場合がある。したがつて、企

業は自社の判断が法人税法と事実関係に照らして適切か否かを検討し、その検討プロセスおよ

びその判断の根拠を用意する必要がある。このため、これらの書類は企業が作成する場合もあ

れば、企業の会計士または独立の監査人が作成する場合もあり、また専門家のオピニオンも入

千する場合もある。いずれの場合であっても、これら書類で検討された結果が、監査済財務諸

表においては、会計期間内の不確実性の重要な変動に関する情報 Ctabularreoonciliationofthe

btal ttЮ肛山 of unreco脚田ed tax benett3)等 により開示される。これら法人税申告書にお

いて採用された税ポジシヨンの維持可能性に関する処理を統一し、税金負債および末認識税便

益 (―ec電口
“
d tax beneth)の開示を要求しているのがΠN 48である。

さらにこのプロセスにおいて、税金負債の計上の適否について監査人の判断がなされるため、

5F圏 ,"¨ ″励 萄 A“囲吻 rarυ漁 純疵ゥ カL鍛鸞 2緞号pa6.
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これらについても監査調書帆uditWorb祠が作成される。      :
これらの書類または調書は、IRSにとつて企業の取引の意図を把握するうえで最適の材料で

ある。しかしそれらの入手にあたつてはさまざまな問題があり、IRSは通達においてそれらの

入手について一定の制約CpolicyOfresttaintpを 課している。

(9書類または調書の定義

企業、企業の会計士または独立の監査人が作成するそれら書類または調書は、その内容に応

じてIRSの人手可能性が異なる。圏 は、力翻 屁瑠望
“

″物餞がにおいて、それら書類

または調書についてそれぞれ以下のように定義している。

1.岬 の議 師 WorkpapB Deheめ

これらは独立の幣杏人によつてまたはそのために作成された調書である。これらの調書は独

立の幣杏人が保管するか、あるいは納税者も同様に保管するかもしれなし、 これらには次のも

のに関する情報が含まれる、すなわち、納税者の財務諸表について独立の監査人の期 裂こ力功ヽ

わる手続き、実施したテスト、入手した情報、および到達した結論である。監査調書には次の

ものが含まれている場合がある、すなわち監査人が作成または入手した、作業プログラム、分

析、メモ、確認および陳述書類、会社文書の概要、および明細書またはコメンタリーである。

これらの書類は、独立の監査人が、一般に認められた監査基準および会調熙靭こしたがつて財

務諸表の表示の公亜性に関する意見を表明するうえで重要な支持を提供する。

2.税発生高検討書類0肛 AcmalWorkpapett Dd巌)の

この用語は、納税者、納税者の会計士あるいは独立の監査人のいずれが作成したかに力功 わヽ

りなく、当期、繰延および潜在的または偶発的な税債務に関して、それらが監査済財務諸表で

あるいは税引当額を監査済財務諸表の脚注にどのように分類または報告されていようとも、そ

れらに関する監査調書を意味する。これら検討書類は会社の税債務の見積もりを反映し、税プ

ール分析、税餡 い 、税クッション分析、あるいはイ嚇 債分析などと呼ばれて

いるかも昴 なしゝ 納税者、納税者姫 あるいは独立の監査人がそれら書類に付ける名称

6 Interral Revenue Servire. Intemal Revenue Manual 4.L0.20.2.
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は、この文書の範囲の決定的要因ではなし、

A税発生高検討書類は、典型的には、納税者がある取引について採用した税ポジションに

かかわる潜在的または偶発的税債務について見積もる決定及びその関連文書を含んでいる。

くわえて、取引の幣杏手続書類または説朋書類も含まれるかもしれなしゝ また外部の法律ア

ドバイス、たとえば納税者のポジションの評価や維持可能性にかかわる、促進的な材料への

言及についてなどのアル イヾスに依拠しているか否かの情報、文書イヒされていない合意、秘

匿契約、損害保証契約、偶発的報酬、見込み、取引に係わる他の重要な事実があるかもしれ

なし、オ舞諄書類には、耐 σ巧澤熾ミご申職員力酬 を立案したり評価したりした文書も含

まれるかもしれなし、検討書類の範囲と質はさまざまなものとなる。

B,特定の報告期間の会社のすべての偶発税債務にういて会社の元帳に設定された税金負債

の総額は、会社の税発生高検討書類の一部とはみなされなし、調査官がルーティーンな調査

手続きの一環としてすべての偶発税債務の税金負債の存在と総額を納税者に尋ねるかもし

れなし、それは異常な状況であることを示すこともなく、また調査官の要請について取締役

の承認をえることなく実施されるかもしれなし、

C。 しかしながら、既知であるか否かにかかわりなく、特定の取引について設定された税金

負債の存在及び金額を開示するよう求めることは、税金発生高検討書類のある部分の記述を

求めることと同じである。税金発生高検討書類の中身にかかわる記述を求めることは、その

検討書類を作成する実際の文書を求めることと同様の制約方針の対象となる。

3.財務データ修正書類佃肛FeCOnCiliationWorkpape■B Deheめ

財務データ修正書類は、納税申告書上の益金・損金項目の配置の準備として、財務データを

集約する際に用いられる。これらは典型的には各勘定の最終残高試算表や連結仕訳と修正仕訳

の明細書を含んでいる。財務情報を納税申告書に跡づけるために用いられる情報も含まれてい

る。帳簿または財務諸表の純利益を課税所得に一致させるいかなる納税申告書作成文書も、財

務データ修正書類である。この書類が税発生高検討書類の作成のために利用されたり、あるい

は税発生高検討書類に添付されたとしても、税発生高検討書類には該当しなし■納税者、納税
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者の会計士、または納税者の独立の監査人が、税税金負債に関する評価や判断をするときに、

あるいは監査を遂行するときに参照したり依拠したりする際の既存の文書は、税発生高検討書

類または監査調書とはみなされなし、そオuま、納税者、納税者の会計士、または納税者の独立

の監査人がかかる文書を、税発生高検討書類または監査調書とともに保管していたとしても同

様である。

力翻 励
“

』盈″口がでは、法人税にかかわる文書類を上記のように定義しているが、

作成される文書類が上記のいずれに属する力ヽこよつてIRSの入手可能性が異なる。これらの文

書のうち、IRS力朔誤Jと して入手可能な文書は3.の財務データ修正書類にすぎなし、同書類は

前述のとおり、財務データから法人税申告書の個男l顕日にいかに修正したかを跡付けることが

できるにすぎなし、1.および2の。他の書類は指定取引 (換言すると、タックスシエルター取3D

あるいは犯罪に力功わヽる事案をのぞいてISは入手することはできなし■ しかしながら、1。お

よび 2.の書類には、法人税申告書で採用する税ポジシヨンの法人税法への準拠性あるいは妥当

性を検証しているものであり、専門家の判断が含まれている。税金負債は、税ポジシヨンの検

討の結果に応じて計上されるものであるため、IRSにとつては非常に魅力的な情報といえる。

このため、財務データ修正書類の定義の微妙さも原因となつて、その範囲や入手可能性につい

て税務紛争が生じ、はいくつかの判例がある。しかし、その判例は必ずしも統一されたもので

はなく、団 がどこまで情報を入手可能であるかは明確ではなしヽ

Schedule Wに対する懸念は、そこでで求められている情報内容は、実質的に|ま税金発生

高検討書類と変わらないのではないかという点である。

Ⅱ.財務報告目的の取引と税ポジション

(D税ポジションの意味

企業が行う期中取引は、資本取引を除いて利潤獲得を動機とする取引であるが、それらは法

人税法の観点からは利潤獲得を動機とする取引と租税の縮減を目的とする取引に区分されるL

もちろんその区分の暁界は明確なものではなし、 しかしこれらの取引は発生するとともに財務

7この区分は課税当局の立場で捉えたものである。課税当局が企業の取引について租税の縮減目的であると判断

するならば、企業はそ潮 汗1躍華沼トロ的の取引であることを立証する必要がある。
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踏 目的では帳簿に記録される。このとき租覇の縮減のみを目的とする取引 (いわゆる節税商

発の織芍 あるいは税務上有利な取り扱いを意図する会計処理については税アレザ ーや法律

軸 にオピニオンを求める。決算を迎えると、財務報告目的のデータから財務諸表が作成さ

れる一方で、それらデータから納税申告書目的へのデータ変換がおこなわれる。この変換で:よ

蜘 告目的のデータ項目を納税申告書目的のデータ項目に変更するのみならず、特定の項目

つ認識・測定を法人税法の規定に照らし合わせて修正する。これら財務報告データから納税申

告書目的データヘの変換プロセスで作成される文書類がTax ReoonciliationWorbaperSで あ

る。

たとえ|よ 企業が期中において支出した研究開発費は、会計帳簿では財務報告目的でQttF

Iこ したがって記録される。これら期中の記録は決算にあたつて必要があれば修正手続きがおこ

なわれ財務諸表へと組み込まれる。その,方で、研究開発費に力勁わヽる財務報告データは法人

鋭法の規定に照らして修正されるので、支出内容が再検討され、あらためて研究開発費として

離集約され、さらに資本化するのか全額損金計上するのか、あるいは税額控除するのかが検討

され、納税申告書上での処理が決定される。この納税申告書上で処理を税ポジションという。

したがつて、財務報告目的データをそのまま納税申告書上で用いることも、あるいは財務報告

目的データでは収益として計上されているものを納税申告書上で計上しないという処理もとも

高税ポジションとなる。

納税申告書で採用された税ポジシヨンは、納税申告書の提出をもって確定するものではなし、

脱ポジションが確定するのは IRSが税務調査を終え納税申告書について企業と合意が成立し

たときである。ゆえに提出された納税申告書のすべての税ポジションは不確かな状態にあり、

屎用された税ポジションにはIRSに否認され納税額が増加する可能性が含まれている。

企業はこれら税ポジシヨンの否認の可能性について検討し、否認される可能麟 見ゞ込まれる

もの、つまり不確かな税ポジシヨンについては税金負     を計上する。これらの判断に

あたつても税アレyザーや態欝義衡訴にオピニオンを求めることがある。

FIN48は、税ポジションが IRSの調査で維持されるか否かの判断基準つまり確力功ギ確か

かが曖味であり、また不確かな場合の税金負債計上にかかわる会計処理も一貫性がなかったこ

とを背景として公表されたものである。

3従来、不確かな税ポジションについては、その会計処理が明確ではなく様し々な用語が用いられていた。本稿で

はFIN48の導入前後にかかわりなく、税ポジションにかかわつて設定されるreserveについて|よ 税金負債の

用語を充てている。
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ところで、FIN48にもとづく企業の税ポジションの維持可能性の判断は、監査人の判断にさ

らされる。このとき多くの場合、企業から監査人に税ポジションのリスクに力功わヽるデータが

提供される。これらの文書やデータが監査人のもとで秘匿対象となる力罰 効` しばしば裁判で

争点となつている。

(D ΠN48の轍

IN48は、納税申告書で採用された税ポジションについて、申告書提出後の IRSの調査お

よびその後の税務紛争を通じてそのポジションが維持されるか否かを VILTNに もとづいて検

討し、維持されないポジションを不確かな税ポジションとして識別することを求める。そして、

不確かな税ポジションが否認された場合に発生するであろう追加の税額・利子・ペナルティを

税金負債として計上するとともに、その増減優 Dを税情報として開示するように要求してい

る。

ΠN48の要求は、不確かな税ポジションのみにもぃて総額で情報開示を求めることにあり、

維持されることが確かな税ポジションについて、さらに個々の税ポジシヨンについて情報開示

をもとめるものではなし、

Ⅲ・ 不確かな税ポジションに関する明糸際 の糊敦

(D対象となる企業・税ポジション

対象企業を資産総額 1,000万 ルレ以上とし、以下の税ポジシヨンについて情報を求めている。

① 企業力棚 する税ポジションのうち監査済財務諸表で税金負債を計上しているもの

② 税務紛争が生じた場合には訴訟に持ち込む意図のある税ポジション

③ IRSの行政実務では重要囃 いために維持される税ポジション

対象となる資産総額 1,000万 ルレ以上の企業とは、法人税申告書に添付されるLhedule M‐ 3

9特に指摘がない限り、本節は晰鼠 Zお加燿力おか
―

乙η ¨ 2X・乃函力麟虚Za曖露によ

る。
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Э対象企業と同じである。これは財務データ修正書類の内容が、Rhedule M‐ 3と関連してい

ることを背景とするのであろう。

①～③で情報が求められている税ポジションと、HN48にもとづき期中の総額変動の情報提

共を求められる税ポジションの内容は一致していなしヽ ①の税ポジションは ΠN毬 で情報開

示対象となるものと一致する。しかしながら、②と③についてはΠN毬 は対象にしていなし、

Эは企業または関連当事者が、IRSがその税ポジションについて十分な知識があればそれを問

額にするために税務紛争に発展し解決侵血 Ilentpに いたらないと判断されたもののうち、企

業が裁判で勝訴する見込みのものが対象となる。カ

ー

では例 5と して、次の例を示し

ている。

例 5(訴訟の見込冽

法人 Aは一定の所得を 2010年申告書から除外できるポジションを採用している。2010

年 9月 30日 に、法人はIRSがその税ポジションについて十分な知識を備えていたならは

IRSと争点で解決できる見込aCprobabilityIが 50%を超えないと判断する。法人はまた税ポ

ジションが訴訟に至ればt勝訴の見込みが60%あ ると判断してもいる。これらの決定に基づ

き、法人はその税ポジションについて税金負債を計上しなかつた。法人は 2010年の税ポジ

ションについて、IRSと の争点を解決よりもむしろ訴訟に持ち込むこと、そして訴訟で法人

が勝つことを当該会計基準にしたがつておこなった判断にもとづき税金負債を計上しない

決定を下しているので、またその2010年の申告書の提出の60日 以上前にその決定がなされ

ているので、法人は2010年の申告書に付随するLhedule trPで この税ポジションを報告

しなければならなし、

この例が示すように、企業が税務紛争において最終的に勝訴するという判断を下したのであ

ればヽΠN侶 においては税金負債の計上対象とはならなし、 しかしながら、Lhedule Wで

|ま、勝訴の見込みのある税ポジションとして情報を提供しなければならなしゝ これらの判断を

おこなうにあたつては、企業ならびに外部の監査人は与えられた情報にもとづきその可能性を

判断することになる。これら判断にかかわる情報は、監査調書および税発生高検討書類に含ま

れていることになる。

③は、これまでの企業の経験あるいは類似業者の経験にもとづき税務調査では問題にされな

/ヽ と判断されたものをいう。この場合にも ΠN慇 では税金負債は計上されなしゝ しかhし

3chedule lЛPでは、税ポジションの法人税法への準拠性がグレーゾーンであるとして、これ
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までのⅡ習の行政実務や経験にもとづき問題にされないポジションについても、その情報を開

示するように求めている。これは課税当局がコスト便益の観点から税ポジションに関して修正

を求めないものを主として対象としているが、一方でⅡ3が認識していないグレーゾーンを抽

出すること、あるいは各企業の金額としては少額であるが、その事例が多いものについて情報

を収集することも目的と考えられている。この場合には、その税ポジションについて税務紛争

に発展させることよりもむしろ、立法措置を講じるための情報収集という意図が強いと考えら

れる。

このようにnhedule■「IPの税ポジションの対象範囲は、HN48よ りも著しく広範であり、

その情報内容は従来入手できなかつた情報にまで広がることが想定される。これらの税ポジシ

ョンについて、それが生じた初年度にのみ情報を求め、その後の増減 (不確かさの増減に応じ

た税金負債の変動)つまりHN48が求めるような情報については要求されていなし、

②税ポジションの簡潔な記述

税ポジションについては、そのポジションが益金、利得、損失および損金または税額控除の

いずれであるかを示し、その税ポジションについてその論拠と不確かであると決定した理由を

明ら力ヽこする。前述の①の税ポジションは HN48にしたがつて税金負債が計上されているの

で、その項目に関する条項、さらに税ポジションについて企業と課税当局との間で判断が分か

れる可能l■のある点を企業自ら申告するように求めている。②および③についても同様に判断

が分かれる論点を課税当局に申告しなければならなし、

加 加盟力
"で

は、簡潔な記述の例として、3つ●114～10をあげている。

例 14

法人は課税年度中に事業取得の可能性をいくつか調査し交渉した。取引の1つは課税年度

中に完了したが、他のすべての交渉は失敗し取引は課税年度中に廃止した。法人は完了しな

かった事象取得の調査と一部の交渉コストを控除した 争点は失敗した事業取得と完了した

事業取得間のコストの配分である。

例 15

法人はローン取引を結んだ。取引では貸手に当社資産の一般抵当権が設定されている。法

人の資産にはF Sub社、同社は外      の株式が含まれている。F Sub社は連邦所

得税目的では利益eamiv andpFO■tSIをなんら申告していないが、それは認識を後年度に
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繰り延べている所得項目の処理に基づいている。法人はF Sub社の株式の抵当権はS臨956

にもとづくUS資産への投資にはならないというポジションを採用している。争点は認識を

繰り延べているF Sub社の所得項目の処理の結果として、F Sub社研 ll益を法人へみなし西己

当することになるUS財産への投資があつたか否かである。

例 16

法人はVenme HJcか ら現盆配当を受領した 鮨壼me Hicは税目的ではUSパートナ

ーシップとして扱われる)。 法人は配当が非課税であると主張する、なぜならV勧山腱 Ⅱ£

の持分に関する法人の基礎額を配当は超過しなかつたからである。争点は、①Ven樋撻H£

持分の基礎額の算定と、O取引を配当以外のものとして特徴づける、Subchapter Kのみな

晰 売およびパートナーシップ反濫用/「/L/と同規員Jの適用である。

これらの例によれは いずれも取引の基本的な内容と論拠を提供し、かつ企業自ら課税当局

との論点を明らかにするものである。税務紛争の当事者が相手側に情報を提供することを求め

られるのである。この論点の提供は同時に、その点に関する証拠の提供をいずれ求められるこ

とになる。Mhedule■「IPが導入されていない状況では、IRSが税務調査の対象となるべき取

引を選定し、その論点を把握することに膨大なコストを要していた。Mhe山山■「FPの導入は

それらのコストの縮減を図り、税務行政の効率化を目指すものともいえる。

じ税ポジションの最大税      皿 Ta燿覇uSmentl

税ポジションに関する情報として、そのポジションが採用された課税年度のUS連邦所得税

債務の最大見積額に関する情報を提供しなければならなし、最大調整額の算定は、益金、利得、

損失および損金に力功わヽる税ポジシヨン}よ 金額総額を見積もり税率を乗じる。税額控除につ

いては税額控除の総額を見積もる。たとえば、納税申告書で 100ルレの損金を申告しているな

らば (100,レの税ポジシヨンを採用しているなら|力 、100ルレ×35%の 35ル L/nS〕旧■ と

なる。100詢レの税額控除であれは mは 10oルレとなる。

この最大見積額にもとづき各税ポジションがランキングされる。このため課税当局は、この

金額が大きいものから税務調査を実施することになり、これも税務行政の効率化に資すること

になる。

おわりに
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hhedule■「lIPの導入は、2000年以降の企業会計および税情報 G財務諸表上の税情報と法人

税申告書の情報内容の両方を含む)の透明化の延長線上にあるといえる。この約 10年間の間

に、税務会計の領域ではタックスシェルター取引に関する情報開示およびALeと山 M‐3の導

入が進められ、企業会計の領域では ΠN侶 が導入され、財務諸表における税情報の統■と充

実が図られてきた。これらの新制度・書類の導入は、企業会計と税務会計のそれぞれで進めら

れてきたことであるが、それらは相互依存の関係にもある。今回の Schedde■「 FPの導入は、

ΠN48が定める会計手続きを前提にしたものであり、まさにこの 10年間の両会計間の距離の

場卜を物語るものといえる。

本稿で検討した nhedule u¶Pは公開草案の段階のものであり、その後多くのコメントに基

づき最終案が公開され確定した。その確定版では、公開草案でのコメントに対応して多くの修

正がなされる一方で、結果として、企業会計上の処理つまりΠN盤 を適用する段階において

Schedule UPを念頭に置かざるを得ない状況が生まれつつある。これらの点については別稿

に譲ることにしたし、

付記 :本稿は平成22年度静岡大学人文学部経済学科競争的配分経費による研究成果の一部である。
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図表-l Schedule UTP(案)の 1頁

SCHEDULE UTP

(Form l120)

財務省
内国歳入庁

納税申告書1頁にある実体の名称

不確かな税ポジションの一覧表

Form l120,1120F,1120… L,または1120-PCに添付して提出すること,

インストラクシヨンを参照すること,

実体のEIN

OMB No.1545-0000

Part I

Schedule UTP(Form l120)の 本Part lは 、Part l総頁_の うちの_頁 .

当課税年度の不確かな税ポジション.A.欄からF欄までの記入方法はインストラクションを参照のこと.

Pa成 Ⅲに不確かな税ポジションごとに説明を記入すること.

:  :    :■・……         :        ~~~~~~~―‐――ェ
~……~~―――――

法人が税ポジションが不確かな税ポジションであるか否かを決定するのに十分な情報を関連当事者から入手できない場合には

このボックスにチェックを入れること.□

A, B. 0, D.

UTP No.
IRCの主たる条項

(たとえば、
〃
61″ ,″ 108″ など)

認識コード

(永久、一時、または

両方をチェック)

導管実体
EIN

行政実務の場

合にチェック

最大税調整額

(問題の規模)

P T □

P T □

P T □

P 丁 □

P T □

P T □

P T □

P T □

P T □

P T □

P T □

P T □

P T □
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図表-2 Schedule UTP(案)の 2頁

|

Schedub UTP(FoHn‖ 20)2010

納税申告書1頁にある実体の名称

Schedule UTP(Form l120)の 本Part Iは、Part H のうちの_頁 .

Part H 過去の課税年度の不確かな税ポジション.A.欄からG.欄までの記入方法はインストラクシヨンを参照のこと

Pa洗 ‖に不確かな税ポジシヨンごとに説明を記入すること,

|      |     |     |    _三 二_上二____二二J  ____¨   |

法人が税ポジションが不確かな税ポジションであるか否かを決定するのに十分な情報を関連当事者から入手できない場合には

このボックスにチェックを入れること.□

A

UTP No.

B.

lRCの主たる条項

(たとえば、
″
61″ ,″ 108″など)

C.

認識コード

(永久、一時、または

両方ケ ェック)

D,

導管実体

EIN

E,

行政実務の場

合にチエック

F.

最大税調整額

(問題の規模)

G.

税ポジショ

ンの年度

P T □

P 丁 □

P T □

P T □

P 丁 □

P T □

P T □

P T □

T □

P T □

T □

P T □

丁 □

P T □

丁 □

P T □

P T □
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,図表-3 Schedule UTP(案 )の 3頁

納税申告書1頁にある実体の名称

Schedule UttP(Form l120)の 本Part Ⅲは、Part Ⅲ総頁__のうちの__頁 ,

Part III 税ポジションの簡潔な説明.最初の欄にPa成 IまたはHから税ポジションのUTP No.を記入すること

Pa蔵 Ⅲの頁は必要に応じて増やすこと
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